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今月号の内容

 有期労働契約に関する新ルール！「改正労働契約法」の

ポイント？

 希望者全員の 65 歳までの雇用を義務付け！「改正高年齢者

雇用 安定法」が成立

 平成 24 年度「地域別最低賃金額」の状況

 「無年金時代」の備えに一役買います―年金 払積立傷害保険

 従業員の健康診断をめぐる最近の動き

 年間の休日数、気になりますか？   

 「経営人材」「幹部人材」を確保できていますか？

 若手社員の「仕事・転職・キャリア意識」に関する調査

 「厚生年金基金脱退」を認める判決と加入事業者への影響

 「産休期間中の社会保険料免除」に伴う効果

 10 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］
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有 期 労 働 契 約 に 関 す る 新 ル ー

ル！「改正労働契約法」のポイン

ト

◆今後の人事労務管理に大きな影響

８月３日に国会で成立した「改正労働

契約法」が、同年８月 10 日に公布され

ました。

この改正法は「有期労働契約」に関す

る新しいルールを定めるものであり、企

業における有期労働契約者の人事労務管

理に大きな影響を与えるものです。

◆改正法が定める３つのルール

（１）有期労働契約の無期労働契約への

転換

有期労働契約が反復更新されて通算５

年を超えたとき、労働者の申込みがあっ

た場合には、労働者に「無期転換申込権」

が発生し、これを行使した場合には、使

用者はこれを承諾したものとみなされま

す。

つまり、５年を超えて有期労働契約が

反復更新された場合には、これを期間の

定めのない労働契約（無期労働契約）に

転換しなければならないのです。

なお、原則として、６カ月以上の「空

白期間」（クーリング期間）がある場合に

は、前の契約期間を通算しないこととさ

れています。

（２）「雇止め法理」の法定化

最高裁判所の判例で確立しているとさ

れている「雇止め法理」に関して、その

内容が法律に規定されました。一定の条

件を満たした場合には、使用者による労

働者の雇止めが認められないことになり

ます。

（３）期間の定めがあることによる不合

理な労働条件の禁止

有期契約労働者と無期契約労働者との

間で、期間の定めがあることによる不合

理な労働条件の相違を設けることが禁止

されます。

◆改正法の施行日と実務対応

上記改正内容の施行日ですが、（２）に

ついては公布日（８月 10 日）から施行

されています。（１）・（３）については公

布日から起算して１年を超えない範囲内

で施行されます。

企業としては、人件費等に関して大き

な負担が生じる可能性のある改正です。

また、就業規則や雇用契約書の作成・見

直し、契約更新を行わない有期労働契約

者への雇止めの通知等、今後の実務対応

も重要となります。

希望者全員の 65 歳までの雇用を

義務付け！「改正高年齢者雇用

安定法」が成立

◆来年４月１日施行

８月 29 日に「高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律の一部を改正する法

律」（改正高年齢者雇用安定法）が成立し

ました。この改正法は、来年４月１日か

ら施行されます。

◆改正法の主な内容

（１）継続雇用の対象者を限定できる仕

組みの廃止

現在、65 歳未満の定年を定めている企

業が、高年齢者雇用確保措置として「継

続雇用制度」を導入する場合、継続雇用

の対象者を限定する「基準」を労使協定

で定めることができますが、この仕組み

が廃止され、希望者全員を継続雇用の対

象とすることが義務付けられるようにな

ります。

なお、厚生年金（報酬比例部分）の受

給開始年齢に到達した以降の者を対象と
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して、上記の「基準」を引き続き利用で

きる経過措置（12 年間）が設けられてい

ます。

（２）継続雇用先企業の範囲の拡大

定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、

自社だけではなくグループ内の会社（子

会社、関連会社等）まで広げることがで

きるようになりました。

なお、この場合には、継続雇用につい

て事業主間における契約が必要とされま

す。

（３）違反企業名の公表規定の導入

高年齢者雇用確保措置（定年の引上げ、

継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止

のいずれか）を実施していない企業に対

して、労働局・ハローワークが指導・勧

告を行い、それでも違反が是正されない

場合には企業名を公表することがありま

す。

◆実務上重要となる「指針」の策定

今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用

確保措置の実施・運用に関して、「指針」

が策定される予定です。

この指針では、「業務の遂行に堪えない

人」（健康状態の悪い人、勤務態度の悪い

人等）をどのように取り扱うか（継続雇

用の対象から外してよいか）などが定め

られる予定ですので、実務上は非常に重

要となります。

平成 24 年度「地域別最低賃金

額」の状況

◆37 府県で中央審の示した引上げ額を

上回る

９月 10 日に富山県地方最低賃金審議

会が答申を発表し、47 都道府県の 24 年

度地域別最低賃金額がすべて出揃いまし

た。

７月 26 日に中央最低賃金審議会（以

下、「中央審」）から「７円」との引上げ

額の目安が示されていましたが、結果と

して全国平均で 737 円から 749 円へと

「12 円」の引上げとなり、８割超の 37
府県で中央審が示した引上げ額を上回る

結果となりました。

最も引上げ額が大きかったのは北海道

と大阪府の 14 円で、最も小さかったの

は栃木県、山梨県、和歌山県の５円でし

た。

◆６都府県で生活保護費を下回る

平成 23 年度は北海道、青森、宮城、

埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、

兵庫、広島の 11 都道府県で最低賃金が

生活保護費を下回る「逆転現象」が起こ

っていたため、労働者のモチベーション

ダウンにつながる等、問題視されていま

した。

平成 24 年度は、これら 11 都道府県の

うち青森、埼玉、千葉、京都、兵庫の５

府県で逆転現象が解消されることとなり

ました。

◆最高額と最低額の格差は拡大

平成 24 年度地域別最低賃金の最高額

は東京都の 850 円、最低額は島根県、高

知県の 652 円で、両者の差は 198 円とな

っています。

この最高額と最低額の差を平成 23 年

度と比較してみると、最高額 837 円（東

京都）と最低額 645 円（岩手県、高知県、

沖縄県）の 192 円であったものが、拡大

する結果となっています。

◆９月 30 日以降順次発効予定

今回発表された地域別最低賃金額は、

最も早いところ（三重県）で９月 30 日

から発効します。すでに官報に公示済み

の 31 都府県においても発効年月日が確

定しています。

16 道府県においては、異議申立期間の

経過を待って、異議がなければ、最も遅

い富山県においても 11 月４日には発効

する予定となっています。
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「無年金時代」の備えに一役買い

ます―年金払積立傷害保険

◆年金の「2013 年問題」

昭和 28 年４月２日から 36 年４月１日

生まれの男性と、昭和 33 年４月２日か

ら 41 年４月１日生まれの女性は、60 歳

になっても特別支給の老齢厚生年金が支

給されず、61 歳からの支給となります。

このように、平成 25 年４月１日以降、

今まで 60 歳から支給されていた特別支

給の老齢厚生年金が 60 歳からは支給さ

れなくなるため、60 歳で退職すると「無

年金・無収入」となる期間が生じる可能

性があり、年金の「2013 年問題」として

話題を呼んでいます。

８月には改正高年齢者雇用安定法も成

立し、60 歳以降も働き続ける人がこれま

でより増えることが見込まれていますが、

労働者本人の体調等によっては働き続け

ることが難しい人もいます。

そこで、最近、損害保険会社が販売す

る「年金払積立傷害保険」が注目を集め

ています。

◆「年金払積立傷害保険」の仕組み

この保険は、保険料を分割で一定期間

払い込むと、あらかじめ設定した給付金

の支払開始日以降に給付金を年金形式で

受け取ることができるものです。また、

保険期間中は、ケガによる死亡・重度後

遺障害が補償されます。

最も幅広い年代を受け入れている損害

保険会社では「15～64 歳」までの人が加

入することができ、「公的年金だけでは

老後の生活が心配」という方で、特に若

年層から人気を集め、発売後１年間で５

万件以上の契約者を集めている損害保険

会社もあるそうです。

◆加入時に注意すべきこと

生命保険会社が販売する個人年金で、

10 年以上の期間にわたって給付金を受

け取る個人年金保険では、保険料控除の

対象となり所得税が軽減されるメリット

がありますが、本商品では保険料控除の

対象とはなりません。

また、給付総額は、払込保険料額を上

回るよう設定されていますが、途中解約

をした場合の解約返戻金については、払

込総額を下回る可能性があります。

従業員の健康診断をめぐる最近

の動き

◆通過待ちの改正労働安全衛生法案

国会通過待ち（継続審議）となってい

る改正労働安全衛生法案は、職場のメン

タルヘルス疾患増加に対応するため、健

康診断に併せて従業員の精神的健康の状

況を把握するための検査を義務付ける内

容となっています。

この改正に対応するため、厚生労働省

では、メンタルヘルスについて専門的な

対応を行うことのできる医療機関を養成

するための事業（外部専門機関選任事業）

を始めることになったそうです。

これまで健康診断の場で医師による問

診はありましたが、「その場で従業員の

精神的健康の状況まで把握することは困

難ではないか」といった議論もあったよ

うです。実際の検査はこうした専門医療

機関の利用も想定されているようです。

◆健保組合からの健康診断を医療機関に

仲介するサービス

企業の健康保険組合から受注した健康

診断を医療機関へ紹介する仲介サービス

について、利用料金の下落が続いている

そうです。健保財政の悪化に加え、新規

参入のサービス提供会社が増えたことが

要因です。サービスの基本料金が１人当
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たり 3,000～3,500 円ほどで、５年前に比

べて約３割も安くなっているとのことで

す。

健保組合が医療機関へ独自に健康診断

を依頼するよりも人件費が削減でき、仲

介サービスを利用する健保組合は増加し

ているそうです。

◆「健康管理」は「コスト管理」

従業員が健康であればこそ、会社の生

産性も高まります。長期休業者の発生や

欠員補充に伴う新人の指導等は、他の従

業員にも負担を与えます。

従業員の健康管理は、会社の安全衛生

管理体制や健保財政等のコストに直接

的・間接的に影響を及ぼします。今後の

動きに注目したいところです。

年間の休日数、気になりますか？

◆年間休日数の平均は 124 日

転職サービス「DODA」（株式会社イン

テリジェンス）の行った、休日に関する

アンケート調査（25～39 歳の正社員・契

約 社 員 の ホ ワ イ ト カ ラ ー 系 職 種 男 女

5,000 人を対象）によると、年間休日数

の平均は 124.0 日だったそうです。

【休日数の内訳】

・通常休日（法定・所定）…102.8 日

・夏季休暇…4.3 日

・年末年始休暇 5.2 日

・有給休暇（実取得）10.1 日

・特別休暇 1.5 日

◆職種別の休日数

調査対象となった 56 の職種別に見た

ときの、年間休日の多さは、「製造系－研

究開発」（134.1 日）、「製造系－設計／

開発」（134.0 日）、「営業系－MR（医薬

情報担当者）」（133.0 日）と続き、上位

10 職種のうち４職種が製造系でした。

また、夏季休暇の日数でも製造系が多

く、お盆に製造ラインを止める工場が多

いことが影響しているようです。

◆有給休暇について

有給休暇（実取得）の日数については、

「金融系－ファンドマネジャー／アナリ

スト」（14.5 日）、「企画・管理系－調査

／リサーチ」（13.7 日）、「サービス系－

スーパーバイザー」（13.1 日）、「システ

ム系－ IT コンサルタント」（ 12.6 日）、

「金融系－投資銀行業務」（12.5 日）が

上位を占めました。

こうした職種では、個人の仕事内容の

融通が利き、有給休暇を取得しやすいよ

うです。

◆企業の生産性を高めるために

コスト削減・人件費削減が限界近くま

で進行している会社も多く、これから生

産性を高めるためには、従業員のやりが

いに応えたり、従業員満足度を上げたり

することが必要になってくるでしょう。

転職市場では、年収やその企業でのや

りがいが判断基準となっていますが、休

日日数や有休の取りやすさも、実は気に

されているのではないでしょうか。

「経営人材」「幹部人材」を確保で

きていますか？

◆約８割が「次世代リーダーの確保がで

きていない」

株式会社リクルートマネジメントソリ

ューションズが実施した「経営人材育成

実態調査」（従業員 1,000 人以上の企業

が対象。263 社が回答）によると、「経営

人材」の育成に関する課題について、「育

成方法が確立されていない」との回答に

「あてはまる」「ややあてはまる」と回答

した企業が約８割に上ることがわかりま

した。

また、「育成に求められるスピードが

速まっている」（ 94.5％）、「求められる
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能力の質が変化している」（89.5％）とい

う回答も見られました。

◆「幹部人材」選抜のプロセスにおける

傾向

幹部人材の選抜プロセスについては、

日本生産性本部が実施した調査（大手を

中心とした企業の教育研修担当者 232 人

が対象）によると、「役員が対象者を人

選」（53.4％）、「人事部が対象者を人選」

（51.9％）、「各部門の責任者が対象者を

人選」（50.4％）が上位となり、「社長が

対象者を人選」（24.1％）、「公募してから

選抜」（15.8％）は少数派でした。

また、選抜基準については、「資格・役

職」（94.7％）や「人事考課・人事情報」

（66.2％）、「年齢」（54.1％）が上位とな

っています。

◆どのような研修を行っているか？

幹部教育のプログラムで取り入れられ

ている具体的なメニュー・テーマとして

は、「経営実務に関する知識」（55.6％）、

「経営課題へのアクションラーニング」

（ 42.1％）、「現在の経営トップとの対

話」（ 33.8％）、「ロジカルシンキング」

（ 27.1％）、「プレゼンテーションスキ

ル」（22.6％）との回答が続きました。

全体的に、実務につながる研修を行っ

ている企業が多いようです。

◆中小企業においても対応が求められる

上記は大企業を中心とした調査になり

ますが、中小企業においても幹部育成に

おける課題は大きいことが予想されます。

自社の経営上の課題を見極めて、新た

な時代に対応できる人材の育成が今後ま

すます求められてくることでしょう。

若手社員の「仕事・転職・キャリア

意識」に関する調査

◆所得増加は「将来の貯蓄」のため

株式会社キャリアデザインセンターが

実施した「仕事・転職・キャリア意識に

関する調査」（25～34 歳・大卒以上の若

手社員 620 名が対象）によると、前年と

比べて現在の年収が「増加した」とする

回答が約 4 割に達し、「減少した」は約 1
割にとどまったことがわかりました。

現在よりも明確に所得を上げたいと回

答した人の割合は約６割となり、理由と

しては「将来のための貯蓄」を挙げてい

ます。

消費の節約を積極的に行いたいと考え

る人は前回調査よりも増加しているとの

ことで、若手社員の堅実な特徴がうかが

えます。

◆転職意識はあるが社内での昇進にも意

欲

転職については、８割以上の人が「よ

り良い会社があれば、現在の会社を辞め

て転職してもよい」と考えているという

結果になりました。

一方、出世や昇進への意欲・関心は最

近の調査で上昇傾向です。10 年後も現在

の会社で仕事を続けるイメージを持つ人

が増加し、最近５年間では最も高い値と

なっています。

◆「リーダー経験」より「専門性向上」

を重視

働く理由としては、「自分の生活のた

め」「自由に使えるお金を得るため」「将

来の貯蓄のため」が上位に挙がっており、

「自分の成長のため」「周囲の人から認

められたい」等の理由は減少傾向にあり

ます。

仕事においては、「リーダー経験」より

も「専門性向上」を重視する傾向が強く、

「優秀な上司」が仕事上の成長要素とし

て必要であるという意見は前回調査より

も増加しました。

また、仕事の目標として、「社外でも通

用する経験・能力を身につける」「年収を
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上げる」が上位に挙がっていますが、「社

内外の人脈作り、社内評価」を目標とす

る人の割合が増えています。

◆若手社員は安定志向か？

今どきの若手社員は、「より条件が良

い会社があれば転職したい」という気持

ちは持ちつつも、貯蓄等を目的として社

内での昇進への意識も高く、終身雇用制

度への支持も高いなど、実際には安定志

向の面が見られます。

慎重・堅実タイプの若手社員をいかに

活用できるかは、企業において今後の課

題となるでしょう。

「厚生年金基金脱退」を認める判

決と加入事業者への影響

◆厚生年金基金「やむを得ぬ理由の脱退

認める」

長野県建設業厚生年金基金の加入事業

所が、財政状況の悪化を理由に基金から

の脱退を求めていた訴訟で、８月 24 日、

長野地裁は「やむを得ない理由」がある

として脱退を認める判決を言い渡しまし

た。

◆訴訟の経緯

原告である昌栄土建興業は、2011 年１

月、加入する長野県建設業厚生年金基金

に対し、財政悪化や使途不明金の発覚な

どを理由に脱退を申請。ところが、同基

金の代議員会は脱退を認めなかったため、

同年６月に控訴しました。

基金側は、「加入している基金の脱退

が相次ぐと存続できなくなる」として、

脱退には代議員会の議決が必要だと主張

しましたが、同基金では 2010 年に 23 億

円の使途不明金が発覚しており、また、

当時の事務局長の指名手配などの特殊な

事情が「脱退を認めるやむを得ない理由」

として、脱退を認める判決が下されまし

た。

同基金は９月４日に東京高裁へ控訴、

厚生労働省にも控訴審への参加を求めて

おり、今後の行方が注目されます。

◆全国 576 基金のうち約半数は代行割れ

厚生年金基金は運用の低迷が続いてお

り、2011 年度末では全国 576 基金のう

ち、約半数の 286 基金が代行部分に損失

を抱える「代行割れ」状態となっていま

す。

加入している厚生年金基金から脱退す

るには、自社の積立不足分を一括納付す

ることが条件ですが、体力のある企業だ

けが抜け、逆に経営の苦しい企業のみが

取り残されることとなれば、今後、ます

ます厳しい状況となると考えられます。

現状の制度では、「弱者だけが基金に

残る構図」と言わざるを得ません。

◆脱退を希望している他の基金に影響も

ある年金コンサルティング会社では、

今年２月に発覚した「ＡＩＪ投資顧問」

による年金消失問題を機に、脱退に関す

る相談が例年の倍以上になったとのこと

です。

今回の判決では、使途不明金などの特

殊な事情があるとはいえ、基金に加入し

ている事業者に影響を与える可能性は十

分にあります。

仮に今後、脱退が増えると仮定すると、

脱退企業からの多額な資金が入ることに

より、一時的には基金の財政は良くなる

かもしれませんが、中期的にみれば本質

的な解決にはならず、さらに厳しい状況

になるでしょう。

「 産 休 期 間 中 の 社 会 保 険 料 免

除」に伴う効果

◆施行は２年以内

「産休期間中の社会保険料免除」は、次
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世代育成支援の観点から出産前後の経済

的負担を軽減し、子どもを産みながら働

きやすい環境を整えることを目的として

「社会保障・税一体改革成案」に盛り込

まれ、８月 10 日に成立し、22 日に公布

されました。

これにより、産休期間中の厚生年金保

険料・健康保険料が労使ともに免除され

ることになりました。

施行日は「公布の日から起算して２年

を超えない範囲内において政令で定める

日」となっており、現時点では明らかに

なっていません。

◆産前・産後休業期間中の保険料徴収の

特例

「産前・産後休業期間中の保険料徴収の

特例」とは、厚生年金の被保険者につい

て、育児休業期間中に加え、産前・産後

休業期間中（産前６週間〔多胎妊娠の場

合 14 週間〕、産後８週間のうち、被保険

者が業務に従事しなかった期間）も、同

様に年金保険料が免除（健康保険料につ

いても同様）され、将来の年金給付に反

映させる措置を行うというものです。

なお、保険料の免除は被保険者の申出

によって行われ、事業主および被保険者

双方の保険料が対象です。

◆産前産後休業を終了した際の標準報酬

月額改定の特例

「産前・産後休業を終了した際の標準報

酬月額改定の特例」とは、育児休業後に

ついての措置と同様、産前・産後休業終

了後に育児等を理由に報酬が低下した場

合に、定時決定まで保険料負担が改定前

のものとならないよう、産前産後休業終

了後の３カ月間の報酬月額を基に、標準

報酬月額が改定されるというものです。

なお、育児休業終了後についても同様

の措置がとられます。

◆改正に伴う効果

改正による効果としては、「産休期間

中の社会保険料」という負担が労使とも

になくなること、実賃金に比して割高な

社会保険料負担が短期間で是正されるこ

とが挙げられます。

また、すでに実施されている「育児休

業期間中の社会保険料免除」と相まって、

女性にとって、出産から育児までの期間

について、仕事との両立の道筋が見えや

すくなる点が大きな効果と言えるでしょ

う。

10 月の税務と労務の手続［提出

先・納付先］

10 日

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の

納付［郵便局または銀行］

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出

＜前月以降に採用した労働者がいる

場合＞［公共職業安定所］

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出

＜前月以降に一括有期事業を開始し

ている場合＞［労働基準監督署］

31 日

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 3 期分＞［郵便局または銀行］

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業 4 日

未満、7 月~9 月分＞［労働基準監督

署］

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局また

は銀行］

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提

出［年金事務所］

○ 労働保険料の納付＜延納第 2 期分＞

［郵便局または銀行］

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使

用状況報告書の提出［公共職業安定

所］

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌

月末日＞［公共職業安定所］


